
協議第４７号                平成１５年１２月１８日確認  
 

地域審議会の取扱いについて  
   

 地域審議会の取扱いについて、別紙のとおり提出する。  
  平成１５年１２月１８日提出  
 
 

                 津地区合併協議会  
                     会長 近 藤 康 雄  
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地域審議会の設置に関する協議地域審議会の設置に関する協議地域審議会の設置に関する協議地域審議会の設置に関する協議（案）の概要（案）の概要（案）の概要（案）の概要    

 
（設置） 
○ 住民の意見を新市の施策に反映するため、合併前の市町村の区域ごとに、当該区域を対象とする地域審議会を設置します。 

 
（設置期間） 
○ 地域審議会の設置期間は、１０年とします。 

 
（所掌事務） 
○ 地域審議会は、新市の合併前の区域ごとに、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとします。 
(1) 新市建設計画の変更に関する事項 
(2) 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項 
(3) その他市長が必要と認める事項 

○ 地域審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができるものとします。 
 
（組織） 
○ 地域審議会は、委員１０名以内で組織するものとします。 

 
（委員） 
○ 委員は、当該区域に住所を有する者又は当該区域内に存する事務所等に勤務する者の内から、市長が委嘱するものとします。 

 
（任期） 
○ 委員の任期は、２年とします。 

  
（庶務） 
○ 地域審議会の庶務は、新市の支所で行います。 

 


